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指定管理者選定委員会



1. 審査体制

置した。

選定委員会の構成は、次に示すとおりである。

【選定委員会の委員】

2. 選定委員会の開催経過

選定委員会は計２回開催した。開催日及び主な議題は次に示すとおりである。

【選定委員会の開催日及び審議等の事項】

3. 審査結果

3.1 資格審査

4 者から事業提案書の提出があり、市は事業要件及び応募者の参加資格要件、資力・信用力

を確認し、全者が参加資格を満たしていることを選定委員会に報告した。

委員長 東 錦也 副市長

副委員長 高垣 倫浩 企画部長

委員 林本 裕明 総務部長

委員 勝眞 由美 教育部長

外部委員 豊田 高広 愛知大学非常勤講師

外部委員 伊藤 迅 税理士法人森田会計事務所

回 開催日 主な議題

第1回 令和 7年 10月 2日
選定委員会開催時点の進捗報告、事業者選定の進め方、

外部有識者による講演

第2回 令和 7年 11月 6日
事業者ヒアリング、提案審査及び採点、優先交渉権者の

決定



3.2 提案審査

（1） 審査方法

提案内容について、選定委員会が審査を行った。

審査は、指定管理料の提案見積額を除く評価項目を下記採点基準に基づき「A～E」の 5 段階

で選定委員会の各委員が評価し、評価項目ごとに平均値を算出した。その平均値を合計して各応

募者の得点とした。

【提案内容の評価における採点基準】

指定管理料は、各応募者の提案見積額を以下に示す採点基準に基づき、事務局にて得点を算

出した。

【指定管理料の評価における採点基準】

評価 評価内容 採点基準

A 提案内容が非常に優れている 配点×1.00

B 提案内容がやや優れている 配点×0.80

C 提案内容が普通である 配点×0.60

D 提案内容がやや劣っている 配点×0.30

E 提案内容が非常に劣っている 配点×0.00

評価内容 配点

指定期間上限額（818,200,000円）の85％以上から95％未満 5点

指定期間上限額（818,200,000円）の95％以上もしくは

70％以上から 85％未満
3点

指定期間上限額（818,200,000円）の70％未満 1点



（2） 審査結果

審査の結果は、以下のとおりであり、選定委員会は、かつらぎ未来デザインパートナーズ（共同事

業体（代表構成員 ： 株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 構成員 ： 株式会社ヴィアック

ス）を優先交渉権者とし、Ｃ社を次点交渉権者として選定した。

なお、優先交渉権者と協議の結果、合意に至らなかった場合には、改めて社名を公表したうえ

で、次点交渉権者との協議を開始する。



3.3 審査講評

以下、評価できる主な提案について（1）、（2）の視点を基に抽出した。

＜A社＞

（1） 管理運営の基本方針と意欲

· 地域企業との強いネットワークや、地域をよく知る組織体制を活かした提案があった。

· 幅広い年代を対象とした市民活動支援を志向し、地域内外へのPRや発信にも意欲が見

られた。

（2） 業務への理解と実現性

· 施設の外へ出向き地域を巻き込んだ展開を図る提案が評価され、市内他施設での運営に

期待する意見が多くあった。

＜かつらぎ未来デザインパートナーズ（共同事業体）＞

（1） 管理運営の基本方針と意欲

· 図書館機能と市民活動支援機能を専門性の高い企業で構成した共同体制が評価され

た。

· 市の重視する市民活動支援を統括企業が担い、事業全体をマネジメントする体制が明確

である。

· 庁舎機能も含めた市民活動センター機能と図書館機能との三者連携の提案が特に充実

していた。

（2） 業務への理解と実現性

· カフェや交流機能など、市民の滞在価値を高める提案に新規性があり、コミュニティ形成

への寄与が期待できる。

· 他地域の先進的取組を学びつつ新しい挑戦を行う姿勢が明確で、複合施設の理念に適

合する。

＜C社＞

（1） 管理運営の基本方針と意欲

· 1社体制のメリットを活かした明確な組織体制となっており、迅速な情報共有と意思決定

が期待できる。

· 図書館運営の専門性が高く、多数の実績及び経験を踏まえた安定的な運営が可能と判

断された。

（2） 業務への理解と実現性

· 「恩送り」に着目した市民参加と協働の仕組みは独自性があり、継続的なコミュニティ形

成に寄与する点が評価された。

· 指定管理料を抑えた堅実な運営方針も評価された。



＜D社＞

（1） 管理運営の基本方針と意欲

· 地域に根差した市民協働の考え方は意欲的であり、基本的な運営体制も整理されてい

た。

（2） 業務への理解と実現性

· 市民活動の活性化に向けた取組み等、ノウハウを活かした市民活動支援や生涯学習に関

する事業提案が幅広く示されていた。

· 指定管理料の算出根拠が明確であることが評価された。

4. 総評

本事業は、複合施設の開館準備から開館後の運営まで、市民活動支援と図書館運営を統合的

に展開し、「場をひらき、人をむすび、共にまちを育む」拠点づくりを推進するものである。

応募 4者はいずれも本事業への十分な理解を示し、複合施設運営に必要な視点を有し、各企

業の実績等に基づく、様々な創意工夫がされていた。

提案内容の新規性、機能融合の理解、地域との連携の深度、業務実施体制の実現性、本市の理

念への共鳴度等を総合的に評価した結果、市の提示している各種計画等を十分に理解した上で、

それらの実現に向けての意欲の高さ、前例にとらわれないチャレンジ精神と機能融合に適合する

「かつらぎ未来デザインパートナーズ」を優先交渉権者、安定性と図書館運営に関する専門性が高

い「C社」を次点交渉権者として選定した。

今後、かつらぎ未来デザインパートナーズと市との協議において、提案内容の実現可能性を十分

に確認し、市民が長期にわたり安心して利用できる複合施設の運営が行われることを期待する。

なお、提案が多岐にわたるため、かつらぎ未来デザインパートナーズには持続的運営に向けた優

先順位づけや協働体制の丁寧な構築など、市と十分に協議し、市の意見を積極的に取り入れてい

ただけるよう要望する。


